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平成３０年 (第４０回)  

三重県オープンゴルフ選手権競技 
 

日 時：平成３０年６月６日（水）・７日（木） 

場 所：桑名カントリー倶楽部 

三重県ゴルフ連盟 

 

ロ ー カ ル ル ー ル 

 

１．アウトオブバウンズ(規則２７－１) 

（ａ） アウトオブバウンズの境界は白杭をもって標示する。 

（ｂ） 現にプレーするホールにおいて、球がアウトオブバウンズの境界を越えて他の 

 ホールのインバウンズに止まっていても、その球はアウトオブバウンズとする。 

２．ウォーターハザード（ラテラル・ウォーターハザードを含む）(規則２６) 

ラテラル・ウォーターハザードは赤杭または赤線をもってその限界を標示する。線と杭

が併用されている場合は線がその限界を標示する。 

球が８番ホールのウォーターハザード（ラテラル・ウォーターハザード）内にあるか、

見つからない球がウォーターハザード（ラテラル・ウォーターハザード）内にあること

が分かっているか、ほぼ確実な場合、プレーヤーは次の処置のいずれかをとることがで

きる。 

（ⅰ） 規則２６に基づく処置。 

（ⅱ） 追加の選択肢として１打の罰のもとに球をドロップ区域にドロップ。 

このローカルルールの違反の罰は、２打。 

３．修理地（規則２５－１） 

修理地は青杭または白線をもって標示する。線と杭が併用されている場合は線がその限

界を標示する。ただし、次のものを含む。 

（ａ） 張り芝の継ぎ目；規則付１（Ａ）３ｅを適用する。（ゴルフ規則１６４ページ参照） 

スルーザグリーンの張り芝の継ぎ目（その芝自体を除く）は修理地とみなされ

る。しかしながら、継ぎ目がプレーヤーのスタンスの障害となっていても、そ

れ自体は規則２５－１に基づく障害とはみなされない。球がその継ぎ目の中に

あるか、触れている場合、またはその継ぎ目が意図するスイング区域の障害と

なる場合、規則２５－１に基づいて救済を受けることができる。張り芝の区域

内のすべての継ぎ目は同じ継ぎ目とみなされる。このローカルルールの違反の

罰は、２打。 

 （ｂ） パッティンググリーンの前後のペイントマークを含み、スルーザグリーンの 

 芝草を短く刈った区域にあるヤーデージマーキングペイントが球のライ、意図 

 するスイング区域の障害となる場合、規則２５－１ｂの救済を受けることがで 

 きる。（スタンスは除く）このローカルルールの違反の罰は、２打。 

４．動かせない障害物（規則２４－２） 

（ａ） 排水溝 

（ｂ） 人工の表面を持つ道路に接した排水溝（その道路の一部とみなす） 

（ｃ） 動かせない障害物と定義づけされている区域に近接し白線が引かれた区域は、 

 修理地ではなく、その障害物の一部とみなす。 
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（ｄ） 電磁誘導カート用の２本の人工の表面を持つ軌道は、全幅をもってカート道路 

 とみなす。球がこのカート道路の上にある場合、プレーヤーはゴルフ規則２４ 

 －２ｂ(ⅰ)の救済を受けなければならない。このローカルルールの違反の罰は、 

 ２打。 

５．バンカー内の石 

バンカー内の石は動かせる障害物とする。（規則２４－１を適用） 

６．コースと不可分の部分 

樹木保護のための巻物施設(まき網など)はコースと不可分の部分とする。 

７．パッティンググリーン上の芝張り替え跡 

パッティンググリーン上の芝張り替え跡は古いホールの埋め跡と同じステータスを持

ち、規則１６－１ｃに基づき修理することができる。 

８．パッティンググリーン上で球が偶然に動かされること 

規則１８－２と２０－１は以下のとおりに修正される。 

プレーヤーの球がパッティンググリーン上にある場合、その球やボールマーカーがプレ

ーヤーやパートナー、またはそのいずれかのキャディーや携帯品によって偶然に動かさ

れても罰はない。 

その球やボールマーカーは規則１８－２、そして規則２０－１に規定されている通りに

リプレースされなければならない。 

このローカルルールはプレーヤーの球やボールマーカーがパッティンググリーン上に

あり、いかなる動きも偶然である場合にだけ適用する。 

注： パッティンググリーン上のプレーヤーの球が風、水あるいは重力などの他の自然現

象の結果として動かされたものと判断された場合、その球はその新しい位置からあ

るがままの状態でプレーされなければならない。そのような状況で動かされたボー

ルマーカーはリプレースされることになる。 

９．地面にくい込んでいる球の救済 

スルーザグリーンで、地面に球がくい込んでいるときは、その球は罰なしに拾い上げて

ふき、ホールに近づかず、しかも球の止まっていた箇所にできるだけ近い所にドロップ

することができる。ドロップの際、球はスルーザグリーンのコース上に直接落ちなけれ

ばならない。 

注：「くい込んだ」とは、球が自らのピッチマークの中に入り、球の一部が地面の下に

ある場合をいう。「くい込んだ」とみなされるために球は必ずしも土壌に触れてい

る必要はない。（例えば、草やルースインペディメントなどが球と土壌の間に介在

することがある） 

例外：１. 球が芝草が短く刈っていない区域の砂地にくい込んでいる場合、プレーヤー 

 はこのローカルルールに基づく救済を受けることはできない。 

２. このローカルルールに記載の状態以外の状態による障害のためにストローク 

 を行うことが明らかに無理な場合、プレーヤーはこのローカルルールによる 

 救済を受けることはできない。 

このローカルルールの違反の罰は、２打。 

10. 規則６－６d例外の修正 

どのホールであっても、競技者がスコアカードを提出する前には罰を受けていたことを

知らずに１打または複数の罰打を含めなかったために、真実より少ないスコアを提出し
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ていた場合、その競技者は競技失格とはならない。このような状況では、その競技者は

該当する規則に規定されている罰を受けるが、規則６－６d に違反したことに対する追

加の罰はない。該当する罰が競技失格である場合にはこの例外は適用しない。 

 

競 技 の 条 件 

 

１．ゴルフ規則 

日本ゴルフ協会ゴルフ規則とこの競技のローカルルールを適用する。 

２．参加資格 

プレーヤーは競技規定に定められた資格要件を満たさなければならない。 

３．競技委員会の裁定 

競技委員会は競技の条件を修正する権限を有し、すべての事柄について、この委員

会の裁定は最終である。 

４．使用クラブの規格 

（１）適合ドライバーヘッドリスト 

プレーヤーが持ち運ぶドライバーはＲ＆Ａによって発行される最新の適合ドライ

バーヘッドリスト（モデルとロフトで識別される）上に掲載されているクラブヘ

ッドを持つものでなければならない。この条件の違反の罰や処置は「ゴルフ規則

付属Ⅰ（Ｂ）１ａ」を適用する。（ゴルフ規則１７６ページ参照） 

例外：１９９８年１２月３１日以前に製造されたクラブヘッドを持つドライバー

はこの条件から免除される。 

（２）溝とパンチマークの規格 

「２０１０年１月１日施行の溝とパンチマークの仕様とその競技の条件」（裁定４

－１／１）を適用する。（付属規則Ⅱ５ｃ注２ゴルフ規則１９８ページ参照、２０

１６－２０１７ゴルフ規則裁定集７９ページ４－１／１参照） 

５．使用球の規格 

プレーヤーの使用球はＲ＆Ａルールズリミテッド発行（ＵＳＧＡ版）の最新の公認

球リストに載っているものでなければならない。この条件の違反の罰や処置は「ゴ

ルフ規則付属Ⅰ（Ｂ）１ｂ」を適用する。（ゴルフ規則１７７ページ参照） 

６．プレーの中断と再開 

（ａ）プレーの中断(落雷などの危険の伴わない気象状況)については、ゴルフ規則６－

８ｂ、ｃ、ｄに従って処置すること。 

（ｂ）険悪な気象状況にあるため、委員会の決定によりプレーが中断となった場合、同

じ組のプレーヤー全員がホールとホールの間にいたときは、各プレーヤーは委員

会よりプレー再開の指示が出るまでプレーを再開してはならない。１ホールのプ

レー途中であったときは、各プレーヤーはすぐにプレーを中断しなければならず、

そのあと、委員会よりプレー再開の指示が出るまでプレーを再開してはならない。

プレーヤーがすぐにプレーを中断しなかったときは、ゴルフ規則３３－７に決め

られているような、罰を免除する正当な事情がなければ、そのプレーヤーは競技

失格とする。この条件の違反の罰は競技失格(ゴルフ規則６－８ｂ注) 

 

 



 

- 4 - 

（ｃ）プレーの中断と再開の合図について 

通常のプレーの中断： 連続する３回のサイレンを繰り返して通報する。 

険悪な気象状況による即時中断： １回の長いサイレンを鳴らして通報する。 

プ レ ー の 再 開： ２回の長いサイレンを鳴らして通報する。 

７．練習 

ホールとホールの間の練習禁止(規則７注２) 

ホールとホールの間では、プレーヤーは最後にプレーしたホールのパッティンググリ

ーン上やその近くで練習ストロークをしてはならないし、球を転がすことによって最

後にプレーしたホールのパッティンググリーン面をテストしてはならない。この条件

の違反の罰や処置は「ゴルフ規則付属Ⅰ（Ｂ）５ｂ」を適用する。 

（ゴルフ規則１８１ページ参照） 

８．キャディー（規則６－４注） 

正規のラウンド中、プレーヤーが委員会によって指定された者以外をキャディーとし

て使用することを禁止する。この条件の違反の罰や処置は「ゴルフ規則付属Ⅰ（Ｂ）

２」を適用する。（ゴルフ規則１７９ページ参照） 

９. スコアカードの提出（裁定６－６ｃ／１） 

本選手権競技のスコアカードの提出は、スコアリングエリア方式を採用する。 

10．タイの決定 

タイの決定は該当する競技規定に定めるか、委員会によってゴルフコースで公表される。  

11. 競技終了時点 

本選手権競技は、競技委員長の成績発表がなされた時点をもって終了したものとみなす。 

12. 競技の短縮 

委員会は、コースの状況により適正なるプレーが不可能と判断した時、競技方法に定

めてあるラウンド数を短縮することができる。 

13. 競技の成立 

本選手権競技の参加者全員が正規ラウンドを終了できなかった場合、委員会は競技成

立について別途定めるものとする。 

 

 

注 意 事 項 

 

１．競技の条件やローカルルールに追加、変更のあるときは、スターティングホールのテ

ィーインググラウンド付近および、ハウス内の掲示板に告示する。 

２．グリーンに著しく損傷を与えるシューズは使用禁止とすることがある。 

３．プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。プレーを

不当に遅らせた場合は、ペナルティを課すことがある。 

４．予備グリーンは定義上「目的外のパッティンググリーン」であり、球が目的外のパッ

ティンググリーン上にある場合、プレーヤーは規則２５－３に基づいて救済を受けな

ければならない。なお、定義外の取り扱いをする場合においては、別途ローカルルー

ルを追加する。 
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５．競技委員会は規則３３－７に基づき、すべての競技関係者、ギャラリーへの暴言等を

含めエチケットの重大な違反があったプレーヤーを競技失格とすることができる。 

６．ティーマーカーは 黒色 とする。 

７．プレー中、帽子を着用すること。服装は、三重県ゴルフ連盟及び会場倶楽部の服装規

定を遵守すること。 

８．練習は指定練習場にて行い、打ち放し練習場においては備え付けの球を使用し、スタ

ート前の練習は１人 １コイン(２０球)を限度とする。 

９．コース内は、携帯電話を使用禁止とする。 

10．競技委員会は競技中を含めいつでも、出場に相応しくないと判断した競技者の参加資

格を取り消すことができる。 

11. 本競技では「距離計測機器」を使用することはできない。 

 

追 記 １． 朝食の用意は、午前 ６時００分よりします。 

２． 練習場は、午前 ６時００分よりオープンします。 

３． 昼食はハウス食堂およびコース売店を利用のこと。 

４． バッグは口径 9.5インチ、重量は１３キロを超えないこと 

尚、サブバッグの使用は禁止する。 

 

指 定 練 習 日 

 

５月３１日(木)・６月１日(金)・５日(火)のうち２日間とする。ただし、５日(火)は

午後３時までにプレーを終わること。プレー料金は会員並み扱いとする。指定練習日

のスタート時間は前もって桑名カントリー倶楽部に申し込み予約すること。 

なお、キャンセルする際は、会場の規定によりキャンセル料が掛かる場合がある。予

約時に会場に確認すること。また、練習ラウンドは１個の球でプレーすること。 

（ネット予約は不可） ＴＥＬ ０５９４－３１－５１１１ 

                       競技委員長  水 谷  惇 

プレー中は、本競技の条件を持参して下さい。 


